
甲種防火管理再講習の受講期限について 
 

甲種防火管理再講習（以下「再講習」という。）の受講期限の起算方法は、次のと

おりです。 
 
① ５年以上継続して、再講習の受講が必要な防火対象物の防火管理者に選任されている

場合は、再講習を受講した日以後の最初の４月１日から５年以内に受講が必要 

 

 

② 新たに再講習の受講が必要な防火対象物の防火管理者に選任された場合は、選任され

た日から１年以内に受講が必要 

 

 

 

 

 

 

 

  ただし、選任された日の前４年以内に甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習

を受講している場合は、受講日以後の最初の４月１日から５年以内に受講が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記表により受講対象となるかご確認ください。また、ご不明な点がございま

したら、担当区域の署所にお問い合わせください。 
 

   宮津与謝消防組合消防本部 予防課 0772-46-6125 

宮津与謝消防署 0772-46-5119    宮 津 分 署 0772-46-1191 

加 悦 谷 分 署 0772-46-1195    橋 北 分 署 0772-46-1197 
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